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Japanese Practice News

2025年5月7日に改正公布された産業革新条例第10

条の１に関連する細則が、同条例の改正内容に合

わせてその名称も含めて改正され、同年11月27日に

「会社又は有限責任組合によるスマート機械と5Gモ

バイル通信システム及び情報通信セキュリティAI製

品又はサービス及び省エネ・炭素削減への投資に

係る税額控除細則」（以下、本細則）として公布され

ました(行政院公報)。

本細則をふまえた産業革新条例の改正要点は以下

の通りです。

1. 項目：AI製品又はサービス及び省エネ・炭素削

減が適用項目に追加されました。

2. 金額：

投資税額控除が適用できる支出金額の上限が

NT$10億からNT$20億まで引上げられ、2025年1

月1日から施行されました。改正前又は改正後

のいずれを適用するかは企業の投資方針決定

時点(即ち注文日)に基づき判断します。2024年

12月31日以前に注文した場合、NT$10億を上限

とし、2025年1月1日以降に注文した項目と併せ

て、合計NT$20億の投資税額控除の支出上限

が適用されます。申請者の会計年度が12月決算

でない場合、その2024年度の投資支出総額の

上限を計算する際は、2024年及び2025年の営

業期間が全年度に占める割合により認定する必

要があります。

例えば、3月決算の申請者の場合、2024年度会

計期間は2024年4月1日から2025年3月31日まで

です。当該年度に投資税額控除が適用される支

出総額は NT$12.5 億〔=10 億 ×(9 か月 /12 か

月)+20億元×(3か月/12か月)〕となります。

3. 控除年度：

控除申告年度(即ち支出金額年度）の認定は納

品年度を基準とする：企業の投資項目が納品完

了し業務の用に供され所得を産出し、かつその

支出金額が確定した時点になるため、控除申告

年度(即ち支出金額年度）の認定は納品年度を

基準とします。

4. 完成期限：

今回の法改正において、注文日から納品日又は

技術サービス完成日まで2年を超えてはならない

という規定が別途追加されましたが、2年の延長

を申請することが可能です。また、申請者が2024

年12月31日以前に注文し、2025年1月1日以降

に納品された場合は、改正前の細則規定内容が

適用されるものの、上記の2年の納品期限の規

定を満たす必要があります。したがって、本細則

の改正公布時点(2025年11月27日)において、す

でに2年が満了しているが納品していない場合、

又は6か月以内に期限が到来する場合は、本細

AI及び省エネ・炭素削減細則の公布
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則の改正公布の翌日から6か月以内に延長申請

を提出する必要があります。租税優遇の資格を

喪失しないよう、企業は製品の納品期限に注意し、

適時に延長申請を行うようご留意ください。

また、今回の改正では企業がソフトウェア使用権

の授権を取得した場合、本細則の投資税額控除

の適用が可能ですが、その前提は国際会基準

又は企業会計準則公報に基づく無形資産の認

識要件を満たす必要があることにも注意が必要

です。一般的によく見られる、企業が「サブスクリ

プション」でソフトウェア使用権を取得し、会計準

則により無形資産として計上できない場合、投資

税額控除による租税優遇を適用することができ

ません。

本細則の改正条文の要点は以下の通りです。

一、スマート機械に必要なスマートテクノロジー要素

を改正 (改正条文第2条)

スマートテクノロジー要素の新しい定義は以下の通

りです。(一)ロボット、(二)デジタル化管理、(三)OMO

（Online Merges with Offline）、(四)積層造形

産業のより高レベルのデジタル化とスマート化能力

の発展に焦点が当てられています。

二、AI製品又はサービスの要件及び用語の定義を

追加 (改正条文第5条)

AI製品又はサービスとは、以下の四大テクノロジー

要素の一つを用いて、人間の知能をエミュレートして

認知、学習及び推論を行い、各種データの類型を大

規模に利用し、産業に必要な識別、分類又は生成等

の各種応用を形成し、企業の運営又は生産製造機

能を最適化するハードウェア、ソフトウェア、技術又

は技術サービスを指します。

(一)機械学習アルゴリズム：非監督学習又は強化学

習に分類されるアルゴリズム

(二)深層学習アルゴリズム：畳み込みニューラルネッ

トワーク(CNN)、ディープニューラルネットワーク

(DNN)、又は回帰型ニューラルネットワーク

(RNN)に分類されるアルゴリズム

(三)大規模言語モデル（LLM）：大量のデータ、10億

(1B)以上のパラメーターを使用し、深層学習ア

ルゴリズムのトレーニングで作成したデータモデ

ルであり、ユーザーの特定のタスクを処理する

ことができる。

(四)自然言語処理モデル：コンピュータシステムが人

間の言語を解釈、理解、処理、生成できるように

する技術

三、省エネ・炭素削減の要件及び用語の定義を追加

(改正条文第6条)

省エネ・炭素削減：エネルギーの使用効率の向上又

はエネルギーや資源の消費の低減を通じて、温室

効果ガスの排出を削減するため、公共的な省エネ又

は製造プロセスの改善を満たす以下の設備又はシ

ステムを運用することを指します。

(一)公共的な省エネ：高効率モーター、高効率空気

圧縮システム、高効率冷凍空調システム、高効

率送風機、高効率回転動力水ポンプ、高効率ボ

イラーシステム(燃焼設備、ボイラー本体、付属

設備等を含む)、エネルギー/炭素管理システム

(二)製造プロセスの改善：高効率プロセス設備、温

室効果ガスの破壊又は除去設備

四、本細則の注文及び納品時間に関する認定基準

の改正 (改正条文第8条、第9条)

(一)改正条文の適用： 2025年5月7日付で改正公布

された条文は2025年1月1日より発効し適用され

ます。また、注文日に基づき改正前又は改正後

のいずれの規定内容を適用するかを決定しま

す。即ち、申請者の2025年1月1日から2029年12

月31日までの注文は、改正後の範囲及び投資

税額控除の要件が適用されます。
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申請者の会計年度が12月決算でない場合、そ

の2024年度の投資支出総額の上限を計算する

際は、 2024年及び2025年の営業期間が全年

度に占める割合により認定する必要があります。

例えば、3月決算の申請者の場合、2024年度会

計期間は2024年4月1日から2025年3月31日ま

でです。当該年度に投資税額控除が適用され

る支出総額はNT$12.5億〔=10億×(9か月/12か

月)+20億元×(3か月/12か月)〕となります。

(二)注文から2年以内に納品を完了しなければなら

ないという規定が追加されました。但し、納品の

期間延長を申請することができます。注文から2

年以内に納品又は技術サービスの提供を完成

しなければならないという規定が追加されました

が、期限満了前に、事由を明らかにして、経済

部が設置した申請システムに延期を申請し、中

央目的事業主務機関の審査を受けることができ

ます。但し、その延長期間は2年を超えることは

できません。

(三)企業がソフトウェア使用権の授権を取得した場

合も本細則の投資税額控除の適用が可能です。

当初の条文に述べる購入とは、他者から購入す

る、ファイナンスリースにより取得する、自ら製

造する又は他者に製造を委託するソフトウェア

の取引実務を含みます。企業がソフトウェア使

用権の授権を取得し、国際会基準又は企業会

計準則公報に基づく無形資産の計上要件を満

たす場合、他者からソフトウェアを購入したと見

なされ、本細則の投資税額控除を適用すること

ができます。

(四)購入形式ごとの注文時点及び納品時点の認定

方法が明文規定されました。

五、投資税額控除の申請時に添付すべき支出項目

の関連証明書類に併せて注文書も提出が必要 (改

正条文第15条)

証明書類には、売買契約書又は注文書のコピー、統

一発票コピー、支払証明書類コピー、納品証明書類

コピー等が含まれます。また、自ら製造する又は他

者に製造を委託する場合には、取締役会議事録や

授権実施記録のコピー、委託製造契約書コピーを添

付する必要があります。今回、新たに追加されたソフ

トウェア使用権の授権取得の証明書類にはソフト

ウェア授権契約書を添付する必要があります。

六、 施行期間(改正条文第21条)

本細則は2025年1月1日から2029年12月31日まで施

行。
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